
 

入 札 説 明 書 

 

 令和４年１２月１９日付けで公告した制限付き一般競争入札（物品交換契約）に参加しようとする

者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。 

 

１ 発注者  

青森県知事 

２ 入札に付する事項 

  次の（１）と（２）に掲げる物品の交換とする。 

（１）青森県が交換に供する物品（以下「下取物品」という。） 

   ア 品 名  道路パトロールカー（ニッサン エクストレイル） 

   イ 数 量  １台 

   ウ 規格等  別紙仕様書のとおり 

（２）青森県が交換により取得する物品（以下「取得物品」という。） 

   ア 品 名  道路パトロールカー 

   イ 数 量  １台 

   ウ 規格等  別紙仕様書のとおり 

（３）納入期限   令和６年３月１５日 

（４）納入場所   西北地域県民局地域整備部 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の

確認を受けた者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

イ 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。以下「財務規則」という。）第１２８

条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 

ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争

入札に参加する者の資格等に関する要領（平成１１年６月３０日施行）第５で規定する競争入

札参加資格者名簿（以下｢競争入札参加資格者名簿｣という。）に登録され、かつ、Ａ等級に格付

されている者であること。 

エ 県内に本店を有する者であること。 

オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争

入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領（平成１２年１月２１日施行。以下｢指名停

止要領｣という。）に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請

書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。 

カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第９号

から第１６号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたも

のを除く。）がない者であること。 



キ 営業品目（Ｎ０１ 自動車）が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は２の(２)に

掲げる物品と同一の種類の物品について、過去５年の間に納入実績があることを証明した者で

あること。 

ク 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定

が確定した者を除く。）でないこと。 

（２）入札に参加する者に必要な資格の確認 

制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（第

３－１号及び第３－２号様式。以下「申請書」という。）を持参又は郵便により提出し、入札に参

加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一

般競争入札参加資格確認結果通知書（第５号様式）により通知する。 

ア 提出期限  令和４年１２月２８日 １２時００分 

イ 提出場所  青森県青森市長島一丁目１番１号 

        青森県出納局会計管理課物品調達グループ 

ウ 提出部数  １部 

４ 契約条項等を示す場所等 

（１）契約条項等を示す場所 ３の（２）のイに定める場所に同じ。 

（２）契約条項等を示す期間 令和４年１２月１９日から令和５年１月１８日まで 

５ 入札説明書等に関する質問 

  入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書（第１号様式）を持参、

郵便又はファクシミリにより提出すること。 

  なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの

掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。 

（１）提出期限  令和４年１２月２７日 １２時００分 

（２）提出場所  ３の（２）のイに定める場所に同じ。 

６ 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項 

（１）制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも

当該入札を辞退することができる。 

（２）制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書

類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

７ 入札及び開札に関する事項 

（１）日時  令和５年１月１９日 １３時３０分 

（２）場所  青森県青森市長島一丁目１番１号 

     青森県庁舎 会計管理課入札室 

（３）入札保証金 免除する。 

（４）入札に関する注意事項 

ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。 

（ア）制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書 



（イ）委任代理人が入札するときは、委任状（参考様式１参照。既に有効な期間委任状を提出し

ている場合は、持参不要である。） 

イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書（第６条（Ｂ）を除く。）を遵守するもの

とする。 

入札者心得書は、インターネットにより、次のＵＲＬ（アドレス）から入手できる。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/suito/keiri/buppin-bunsyo.html 

  ウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。 

（ア）入札年月日 

（イ）あて名は、「青森県知事」とする。 

（ウ）入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印（個人の場合は、住所、氏名

及び印） 

（エ）入札金額 

（オ）品名 

（カ）数量等 

  エ 入札金額の記載方法 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をも

って落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

    入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記

載すること。 

  オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 

  カ 入札執行回数は、原則として、３回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をし

た者との随意契約によるものとする。 

  キ ２回目の入札において、落札者がなく、かつ、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合

は、以後の再度入札は行わず、その 1者との随意契約によるものとする。 

  ク １回目又は２回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の

再度入札には参加できないものとする。 

  ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札

をした者の入札は無効とするものとする。 

  コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入

札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 

  サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名（法人の場合は、当該

法人の名称又は商号及び代表者名）を記名押印しなければならないものとする。 

（５）入札の無効 

   入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（６）落札者の決定方法 

  ア 予定価格の制限の範囲内で、交換差金に係る最低の価格をもって有効な入札をした者を落札

者とする。 

  イ 落札者となるべき同価の入札者が２人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。 



    この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札

事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

８ 契約に関する事項 

（１）契約書（案） 

別紙のとおり 

（２）契約保証金 

契約者は、契約金額の１００分の５以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のい

ずれかに該当するときは、その納付を免除する。 

ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

イ 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上に

わたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれが

ないと認められるとき。 

（３）契約書の取り交わしの時期 

落札決定の日から７日以内に契約を締結する。 

（４）落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が３の（１）に掲げ

るいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。 

９ その他 

自動車リサイクル料金、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険の取扱いは、別途とする。 

10 問合せ先 

青森県青森市長島一丁目１番１号  

青森県出納局会計管理課物品調達グループ 

  担  当  主 幹  気田 早苗 

  電  話  ０１７－７３４－９１０５ 

  ファックス ０１７－７３４－８０１６ 

 

 

 

 



仕   様   書 

 

１ 下取物品の名称、規格等 

  

車 種 道路パトロールカー 

車 名 ニッサン 

登 録 番 号 

（管理番号） 

青森 800 す 1902 

（県 25-101） 

型 式 ・ 年 式 DBA-NT31 

車 体 番 号 NT31-319162 

排気量・気筒 1.99L  

乗 車 定 員 5 人 

登 録 年 月 日 平成 25 年 9 月 20 日 

車検有効期限 令和 5 年 9 月 19 日 

走 行 距 離 238,328km（令和 4 年 1 月 31 日現在） 

車 両 の 所 属 西北地域県民局地域整備部 

 

２ 取得物品の名称、規格等 

別紙「道路パトロールカー仕様書」のとおり 

 



仕様書最終確認 

 

担当者 道路課 梅村 裕哉 

 

連絡先 017-734-9657 

 

 

 

 

 

仕  様  書 

 

１ 取得する車両の名称、規格等 

 

概  要 

 以下の仕様は、道路パトロールカー（黄色）に適用するもので、納入車両は下記に定める性

能、諸元、各部構造その他を満足し、操縦性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるもの

とする。 

  納入車両は運輸省令昭和 26年第 67号（以降の改訂分を含む）「道路運送車両の保安基準」

に適合するものでなければならない。 

 ここに明記されていない箇所については青森県（以下「発注者」という）と物品供給人（以

下「受注者」という）が協議のうえ決定するものとする。 

 

（１）性  能 

ア 排出ガス及び燃費 

ベース車両において以下の要領及び基準等に適合するものとする。 

・低排出ガス車認定実施要領の基準のうち、平成 30年基準排出ガス 25％低減レベル以

上。 

・乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（改正:平成 23 年経済

産業省、国土交通省告示第 1 号）または貨物自動車の性能の向上に関する製造事業

者等の判断基準等（改正:平成 23年経済産業省、国土交通省告示第 2号） 

イ 最小回転半径（最外側車輪中心）                   6.0 m 以下 

 

（２）主要諸元 

ア 全   長                           4,800 mm 以下 

イ 全   幅                         1,900 mm 以下 

ウ 全   高（黄(赤)色燈火上端まで）               2,300 mm 以下 

エ 最低地上高                           180 mm 以上 

オ 乗車定員                                        5 人 以上 

カ 車両総重量                         2,200 ㎏ 以下 

キ 総排気量                                               2,500 cc 以下 



ク 燃料の種類                                             ガソリン 

ケ 車体形式                                               SUV タイプ 

 

（３）車  体 

ア 機  関 

     形   式      水冷式内燃機関 

    最高出力（ネット）                                  95 kW(129PS) 以上 

    最大トルク（ネット）                           180 N･m(18.0kgf･m) 以上 

イ 動力伝達装置 

       変速機         フルオートマチック（副変速機付） 

ウ 走行装置 

     車輪配列       前 2輪 後 2輪 

エ 駆動方式 

    型  式       4 輪駆動 

オ 制動装置 

       主ブレーキ                           1 式 

        駐車ブレーキ                                               1 式 

        アンチロックブレーキシステム                  1 式 

カ かじ取り装置 

          型  式              前輪操舵式(倍力付) 

キ 運転室 

        構  造              全鋼製密閉形 

        窓                    後ろガラスは熱線（プリント可）入りとする 

            乗降扉                前方ヒンジ片開式×4扉 

      荷室扉          側方ヒンジ片開式×1扉、側方ヒンジ両開式×2扉 

または上方ヒンジ片開式×１扉 

          ハンドル位置          右ハンドル 

 

（４）計器類 

ア 機関水温計又は水温を確認できる機器                1 式 

イ 燃料計                                                          1 式 

ウ 4WD インジケーター（フルタイム 4WD 車除く）                       1 式 

 

（５）照明装置類 

ア 黄色灯火・赤色警光灯（散光式、黄・赤一体形） 

     全幅 1,100 ㎜以上、2段切換（黄のみ・赤のみ）            1 式 

イ 前部霧灯                                                  1 式 

ウ 後部霧灯                                                        1 式 

エ マップライト（助手席用）                                       1 式 

 

（６）付属装置及び付属品 

ア 電子サイレン（拡声装置付、出力 50Ｗ以上、スピーカ             1 式 

          付(30Ｗ以上)、音圧 90～120dB(A)20ｍにおいて） 



イ カーエアコン                           1 式 

ウ ヘッドレスト（前後各 2）        1 式 

エ 取扱説明書                           1 部 

オ 整備履歴簿                           1 部 

カ ゴム製※マット（前・後席、荷室）                                 1 台分 

   ※防水性があり、泥汚れを洗い流せるものであればゴム製でなくとも可 

キ バイザー（前・後窓）                                            1 台分 

ク スノーワイパー（前・後用）                                      1 台分 

ケ スタッドレスタイヤ（アルミホイール付※）                         1 台分 

   ※夏タイヤにアルミホイール組付、スタッドレスタイヤに標準装備ホイール組付 

 

コ カーナビ（画面ｻｲｽﾞ 5.8 型以上、ﾜﾝｾｸﾞﾁｭｰﾅｰ･ｱﾝﾃﾅ、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、 

VICS 又はこれに相当するもの、CD付）               1 式 

サ ドライブレコーダ（前後録画対応） 

 (画質フル HD以上、ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ 20fps 以上、常時録画機能付、GPS 機能付、車両電源、 

視野角水平 100 度以上、垂直 50度以上、記録時間 8GB/45 分以上、リアカメラ)   1 式 

       ※カーナビ及びドライブレコーダについては、メーカー品、社外品どちらでも 

          可とする 

   シ スペアタイヤ又はタイヤ応急処理セット                   1 つ 

   ス バックモニター                          1 式 

   セ 文字入れ                             1 式 

 

（７）塗  装 

国土交通省建設機械塗装基準に準ずる。 

  

(８) 納入場所 

  西北地域県民局地域整備部（五所川原市栄町１０）               1 台 

   

 

（９）検  査  

受注者は十分な稼働確認及び運転完了後検査を受けるものとする。完成検査は、寸法、外

観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに適当な作業を行って全般的な機能及び各装置

の検査をする。 

    検査に要する器具、人員等は受注者において準備するものとする。 

 

（１０）保  証 

納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、

受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が

１箇年以上にわたる場合はそれを適用する。 

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議の

うえ、受注者に無償修理を行わせることがある。 

 

 



（１１）その他の事項 

 ア 製造期日等の指定 

納入機は、納入期日前 1箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。 

 イ 灯火・警光灯の取付方法の指定 

黄色灯火・赤色警光灯及びスピーカ（以下「灯火等」という）の取付方法は、次

のとおりとする。 

（ア）灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用

緊急自動車の取扱について（昭和 55年 6月 5日付け、建設省機発第 473 号(以降

の改訂分含む)」に準じるものとする。 

（イ）灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐

えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。 

 

ウ 提出図書の言語の指定 

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。 

エ 緩和申請等について 

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び緊急自動車指定、道路維持作業

車の申請・届出については受注者が行うものとする。また、これらにかかる費用は

受注者の負担とする。 

ただし、これにより難い場合は発注者の指示をうけるものとする。 

オ 下取り車両の取扱い 

   下取り車両の「建設機械番号」「青森県」の表示は消去するものとする。 
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（別紙）入札書参考書式 

令和  年  月  日 

 

青 森 県 知 事  殿 

 

 

                            所在地又は住所 

                                   商号又は名称 

                                   代表者職氏名                   ㊞ 

                                     （委任代理人              ㊞） 

 

 

 

 入    札    書  
 

             （税抜） 

 

品   名 規   格 数量 単  価 金  額（円） 

道路パトロールカー 

（取得物品） 
仕様書のとおり １   

道路パトロールカー 

（下取物品） 

仕様書のとおり 

（青森 800 す 1902） 
１  △ 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 



第１号様式 

 令和  年  月  日 

 

 

青森県出納局会計管理課長  殿 

 

 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者職氏名                 

担 当 者 氏 名  

 連  絡  先 

 

入札説明書等に関する質問書 

 

公  告  日 令和４年１２月１９日 

品     名 道路パトロールカー（交換） 

質  問  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 



第３－１号様式 

令和  年  月  日 

 

青 森 県 知 事     殿 

                        

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者職氏名                  

担 当 者 氏 名  

連  絡  先 

 

 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 

 

令和４年１２月１９日付けで公告した制限付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認に

ついて、納入実績証明書を添えて、下記のとおり申請します。 

 なお、この申請書の内容についてはすべて事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 品  名  道路パトロールカー（交換） 

２ 業者番号及び等級格付 

  （業者番号：       、等級格付：    ） 

３ 登録営業品目 

 

４ 申請日現在の指名停止措置の有無 

      有  ・  無 

５ 誓約事項 

  次の各号について、誓約します。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当していないこと。 

（２）青森県財務規則第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 

（３）県内に本店を有していること。 

（４）会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされている

者（更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 ２ 知事が指定した営業品目が競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、納入実績証明書の

提出を要しない。 



第３－２号様式 

納入実績証明書 

 

                                                              令和  年  月  日 

 

    青森県知事   殿 

 

                                所在地又は住所  

                                       商 号 又 は 名 称 

                                       代 表 者 職 氏 名                      

 

 

  令和４年１２月１９日付けで公告した制限付き一般競争入札に係る調達物品の納入実績は、下記の

とおりであることを証明します。 

 

記 

 

１ 品 名 道路パトロールカー（交換） 

 

 

２ 過去５年間の納入実績（同一の種類の物品を含む。） 

 

 

３ 添付書類  

契約書（写）その他実績を確認することができる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

 

メーカー名 機 種 規 格 納入年度 納入先 納入数量 備 考 

 

 

 

     

 

 



第５号様式 

 

青 会 管 第   号 

令和  年  月  日 

 

 

            殿 

 

 

青森県出納局会計管理課長     

 

 

制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった制限付き一般競争入札の参加資格について、確認結果

を下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 品 名 

 道路パトロールカー（交換） 

 

２ 入札参加資格の有無 

  有 

  無（理由                        ） 

   

※ 入札参加資格がないと通知を受けた者は、本通知書を受理した日から起算して２日以内（休日を

除く。）に、入札参加資格がない理由について、説明を求めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 



（参考様式１） 

 
 

 

委      任      状 

 

 

令和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者職氏名              ○印  

 

私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委

任します。 

 

 

受任者  所在地又は住所 

商号又は名称 

職氏名                                

   

 

記 

 

 

入札（見積り）件名  道路パトロールカー（交換） 

 

入札（見積り）期日  令和５年１月１９日 

 

入札（見積り）場所  青森県庁舎 出納局会計管理課入札室 

 

 

代理人使用印鑑 


